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進路先を考えるためのポイント                                   

進路指導は、出口指導（卒業したらどこへ行くか）中心と思われがちですが、本来は人生を「豊

かに、主体的に」生きる力を育むことを目的としています。 

 卒業後の生活をどうするか？「進路」ではこのことが最も大きな柱になります。 

 一人ひとりにあった生活をどのように考えたらよいでしょう。ここでは、「進路」を考えるた

めのポイントをいくつかご紹介します。 

 

 

 「会社で働きたい」場合、卒業後すぐに会社で働く方法もあれば、もう少し職業訓練を受けて

から働く方法もあります。 

 「福祉施設を利用したい」場合、自分にあったペースで支援を受けながら働く方法や、ゆった

りしたプログラムを利用しながら毎日の生活リズムを作っていく方法、１カ所ではなく２カ所

のサービスを利用しながら、多様な活動を組み立てる方法など様々です。 

 『どこに行きたいか』と考えると「〇〇に行けなかったらどうしよう・・・」となりがちです

が、『どんな生活をしたいか？』と考えると色々な選択肢が増え「進路」の間口も広がります。 

 また、生活や余暇の面もあわせて『どんな生活をしたいか？』を考えると、社会参加が広がっ

ていきます。在学中から様々な福祉サービスを利用して生活経験を広げ、地域の活動等に参加す

ることが卒業後の社会生活につながっていきます。 

 

 

 実際に進路を決めていく段階では、希望の全てがかなう事は、なかなかありません。 

仕事内容や活動内容、支援の程度、人間関係や環境、通勤時間や送迎の有無、家族による支援の

大小・・・様々な要素が出てきます。何を優先したらよいか悩むこともあるでしょう。毎日のこ

とですから、できるだけ長く続けられるという視点から考えることが大切です。 

 

 

 同級生が校外の実習に行くと、気持ちが焦ってくることもあります。しかし、一人ひとりの子

ども達は課題もニーズもそれぞれ異なります。たとえば、５年後、１０年後にどんな生活をした

いかをイメージしながら、今必要な取り組みを考えると整理しやすくなることもあります。 

 

 

１ 『どこに行きたいか』ではなく、『どんな生活をしたいか』を考える 

２ 優先順位を考える 

３ 一人ひとりにあった、それぞれの準備と速度で進める 
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Ｑ ‘進路’ はいつから考えるものでしょうか・・・？                           

進路先を決定するのは高等部になってからですが、小学部から積み重ねることにより、「明日

学校で使える力」→「次の学部で使える力」→「将来の生活で役立つ力」へと発展させることが

できます。 

 学校では、保護者の方と学校とで作成した「個別教育計画」に基づき、小学部からそれぞれの

段階に応じた「生きる力（すべての力の土台）」を育むための様々な学習に取り組んでいきます。

これは進路を考える上での基盤となります。そしてこの「生きる力」を育むためには学校内だけ

でなく、ご家庭や地域の支援施設での取り組みがとても重要となります。 

 保護者の方においては「進路のために家で何から取り組めばいいの？」「とりあえず何かさせ

なきゃ」など、漠然とした不安やご心配が多々あるかと思います。ご家庭内だけで悩まずに、担

任と相談しながら本人にとって今何が大切なのか一緒に考えていきましょう。 

 

 「はたらく」につながる「生きる力」を小学部・中学部・高等部と段階を追って見て「進路」

について考えていきましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 小学部 

 中学部 

 高等部 

段階別の「つけたい力」はあくまでも目安です。 

本人の今の実態に合せ、難しい項目は下学部の 

項目を参考にするなど、無理のないところから 

チャレンジしていきましょう！ 

社会で生きる力 

暮らす 働く 楽しむ 学ぶ 

 
 
 
 
 

家 
 
 
 

庭 

  
社 

会 
  

学 

校 生きる力 
すべての力の土台になります 

それぞれの段階で育みたい力の例を、次のページから解説しています。 
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＜自分をコントロールする力＞ 

①支援を受けながら自分で答えを出せる 

 食べる、立ち上がる、排泄する等、本人の行動には意

思があります。生活の中で見える本人の意思に心を傾

けながら、行動を起こすための「やる気」を引き出す支

援をお願いします。 

②支援を受けながら自分で選択できる 

 何か決める時、本人なりの表出方法で本人の意思を

確認する習慣をもってください。人に決められたことでは

なく、自分で選んだことであれば気が進まないことでも

「やってみようかな」と思える気持ちが大きくなります。 

③悩んだり葛藤したりする 

 集団生活では、自分の思い通りにいかないことが多く

なります。葛藤する我が子の姿を目にすると心配になっ

てしまう保護者の方も多いと思いますが、 

成長のための必要なステップと捉え、 

担任と相談しながら見守る姿勢も 

大切にしてください。 

＜先の見通しを立てる力＞ 

①出来上がりをイメージして取り組める 

 五感を使ったさまざまな遊びから、自分の行動によっ

て起こる変化を学びます。この経験が出来上がりをイメ

ージする力を育て、実現に向けて期待する気持ちや挑

戦する意欲へとつながります。 

②やるべきことを意識して心の準備ができる 

 特に初めて取り組むことに対しては、内容やスケジュ

ールを本人にわかりやすく伝えてあげてください。心の

準備ができ、先の見通しが持てるようになります。 

③体をコントロールするための土台を育む 

 「動かすよ」「ガタガタするよ」など、これから起きる出

来事を前もって知らせることで本人なりの心の準備や構

えができるようになってきます。また、「手を伸ばしてと 

        れるか」など、結果を予測して自分の体の 

         動きを工夫する経験を積むことで、ボディ 

          イメージがもてるようになり、体のコント 

          ロールができるようになります。 

＜相手や集団を意識する力＞ 

①人と仲良くかかわるための 

 ルールを知る 

 集団のルールを覚える大切な時期です。 

「待つこと」「順番を守ること」「一緒にやること」などを 

根気強く教えてあげてください。待つことが苦手な場合

は、落ち着けるグッズやアイテム等を作っておくことも大

切です。 

②保護者以外の人を受け入れることができる 

 いつも同じ人が、同じやり方で支援しているだけでは、

この先の選択肢が狭くなってしまいます。担任などの身

近な人へと関係を広げていきましょう。 

③支援を受けながら気持ちを表現したり訴えたり    

 できる 

 表情や声、単語などから本人の要求に気づいた時、

「もう一回やりたいのね」「嫌だったのね」などと本人に

返してあげてください。本人なりの表出方法が身に付け

られます。 

④協力できる 

 協力は「相手を思いやることができる」「相手の立場を

考えることができる」ための初めの一歩です。一人でで

きることも大切ですが、一緒にできることもとても大切で

す。少しでもお手伝いなどで力を貸してくれたらほめて

あげましょう。 

＜手がかりをつかむ力＞ 

①「情報」を危険を防ぐための 

  手がかりとして使える 

       「赤信号だから渡らないよ」「熱いから冷まし

てから飲もうね」「ずり落ちそうだから座りなおそうか」な

ど、なぜそうするのかを言葉で伝えてあげてください。 

②体内からの刺激に気づいて表出できる 

 「トイレに行きたい」「お茶飲みたい」「おなかが痛い」な

ど本人の様子から推測したことを言葉のジェスチャー

（サイン）で返してあげてください。その子なりの表出方

法が身につき、自発的な表出につながります。 

③まわりの情報が行動の手がかりになることを 

 知る 

 「チャイムが鳴ったから授業が始まる」「このマークは

給食」など音や写真、絵やシンボルなど身のまわりにあ

る情報が行動の手がかりとなる場面が多くあります。ご

家庭の中の本人にとって馴染みのある物、音などを活

用して、行動を促す工夫をしてみるとよいでしょう。 

④自分に役割があることを知る 

 正しい行動を喜んでもらえたり、ほめてもらえたりする

ことで自分の役割に気づくことができます。それが積み

重なることで本人の強みや長所が増えていきます。 

小学部 

生活に関わる基礎的な力をつける時期 

自分 時間 

相手 環境 
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＜自分をコントロールする力＞ 

①自分で気づき答えが出せる 

 答えを「教える」のではなく、ヒントを与え「気づかせる」

支援も大切です。指示に従えることは大切な面がありま

すが、指示が多くなると、自分で考え、答えを出す機会

を奪ってしまう恐れもあります。 

②条件や制限がついても選択できる 

 「今日は別のお菓子にしよう」「お散歩ではなくテレビを

見よう」などと折り合いをつける経験を積むことで、興味

や選択肢の幅が広がり、条件や制限がついても選択し

やすくなります。 

③悩んだり葛藤したりしたうえで気持ちを整える 

 負けや失敗などの、悔しい気持ちも成長のためには

時には大切です。「大丈夫！」「次はうまく 

いくよ」などの言葉かけを行い、前向きに 

「気持ちを切替える練習」を積みましょう。 

＜先の見通しを立てる力＞ 

①先のことをイメージして行動できる 

 「落とすと困るからチャックを閉める」「濡れるから袖を

まくる」などそうしなければいけない理由や、しなければ

どうなるかの見通しが持てるよう理由を説明してあげて

ください。 

②やるべきことを意識し必要なものを準備できる 

 「明日は調理があるね。必要な持ち物は何かな？」な

ど、予定表を見て、必要な物を一緒に確認しながら準備

をする習慣をつけましょう。 

③体をコントロールするための経験を積む 

 今まで使う機会の少なかった道具があれば、挑戦させ

ていきましょう（ホッチキス、はさみ、爪切り、など）。 

実際に体験することで、安全に使うための 

身体の使い方や力の入れ加減などを覚 

えることができます。 

 

＜相手や集団を意識する力＞ 

①集団のルールを守って行動する 

 家、学校、公共の場など場所によって 

いろいろなルールがあります。活動の範囲を 

地域へと広げていくことで、適応力が育まれます。 

②さまざまな集団の中でも活動できる 

 学部全体や実態別など、さまざまな集団での活動が

増えていきます。集団が苦手なお子様もいると思います

が、避けるのではなく、どうすれば安心して参加できる

ようになるか、担任と相談しながら見つけていきましょ

う。 

③気持ちを表現したり訴えたりできる 

 本人なりの表出方法で、理解者を広げる時期です。保

護者の方が代弁するのではなく本人が表出することで、

支援者の心を動かすことができます。 

④相手を思いやることができる 

 「赤ちゃんが寝てるから小さな声でね」「お兄ちゃんの

分も買っていこうか」など、まわりに人がいることや相手

を思いやることを意識できる言葉かけをお願いします。

このような経験が、集団の中で「相手の行動やペースに

合わせられる」ことにつながっていきます。 

＜手がかりをつかむ力＞ 

①「情報」を自分を守るための 

  手がかりとして使える 

       「番組表やメニュー表から、見たいもの・食べ

たいものを探す」など、たくさんの情報の中から一つ選

ぶ経験が、いらない情報を捨てることにつながり「嫌なこ

とは拒否する」「甘い誘いにのらない」など、自分を守る

力へと発展していきます。 

②体内からの刺激に適切に対応できる 

 「暑いときは上着を脱ぐ」「おなかいっぱいになったら

おかわりはしない」など、体の刺激に対し適切な行動が

できた時は、言葉にしてほめてあげましょう。 

③まわりの情報の中から自分に必要なものを選 

 び、手がかりとして活用することができる 

 予定表を使って、次の日に必要なものを考えさせた

り、準備させたりしてください。この毎日の繰り返しで手

がかりを活用する力が身に付いていきます。 

④役割を理解し、自分から行動する 

 本人が興味をもてそうなことから、「これはあなたの仕

事ね」というように、簡単なお手伝いを任せてみましょ

う。できたらたくさんほめてください。「次もがんばろう！」

という意欲につながります。 

中学部 

小学部で積み上げた力を社会と関わる力に発展させる時期 

自分 時間 

相手 環境 
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＜自分をコントロールする力＞ 

①状況に合わせて自分で答えが出せる 

 質問したいときには「内容の緊急度」と「相手の状況」

を照らし合わせて考えることが必要です。日常生活で、

状況に合った言動ができた時には、ほめてあげると確

実な力になります。 

②不都合なことでも受け入れることができる 

 進路選択や選挙など高等部になると今までより選択を

求められる場面が増えます。自分に不都合な結果は受

け入れることに時間がかかりますが、根気よく励ましを

お願いします。 

③悩んだり葛藤したりしたうえで気持ちを 

 整えて、再挑戦できる 

 社会に出る前に、学校や家庭のフォローを受けながら

失敗を通して対処法を学んでおくことが大切です。何が 

悪かったのか、今後はどうすればよいか本人と話をして 

振り返り、困った状況でも踏ん張れる心を 

育みましょう。 

＜先の見通しを立てる力＞ 

①先のことと状況を頭に置きながら行動できる 

 時間を逆算して考えたり、予算内で買い物をしたりす

るなど、先のことを頭に置きながら行動する習慣を身に

つけましょう。 

②やるべきことを意識して心と体の準備ができる 

 「雨が降りそうだから傘を持って行く」「明日は実習だ

から早く寝る」など先の予定を見通して行動できるように

なることが大切です。また、将来の夢や希望する進路に

ついては、一緒に考える時間を持ち、実現に近づけるた

めに準備をしていきましょう。 

③結果を予測して体をコントロールできる 

 「何時までに終わらせる、帰ってくる」などの時間の目

安や「角をそろえてたたむ」などの具体的な完成形を伝 

えてください。仕事量に対してのペース配分や力の入れ 

加減を自分で考える力につながります。また、卒業後 

は、体を鍛えたり、ケアしたりできる時間が 

少なくなります。体力・健康維持のために

家でできることを見つけておきましょう。 

 

＜相手や集団を意識する力＞ 

①社会のルールやマナーを守った 

 行動ができる 

 今までに培ったルールやマナーの知識を 

実体験を通して身に付けるためには、本人を信じて、 

見守ることも大切な支援です。 

②誰とでも友好的なかかわりができる 

 支援先を増やすことも自立につながります。地域の資

源や福祉サービスを利用しながら、初対面の人とも関

係を作るよう機会を設けましょう。 

③場面に応じて気持ちを表現したり訴えたりで 

 きる 

 相手や場所に応じた言葉や表現で伝えることが求め

られます。本人が表出する機会を多く経験できるよう、

見守りと励ましをお願いします。 

④相手の立場を考えることができる 

 集団が大きくなればなるほど「自分の思い通りになる」

ことは少なくなります。相手にも、気持ちや考え、都合な

どがあることを理解できるよう「本人中心の生活」から家

庭や地域などの「それぞれの集団に合わせた生活」に

なっているか見直してください。 

＜手がかりをつかむ力＞ 

①「情報」を自分を守るための 

  手がかりとして使える 

       「地図を見て目的地まで行く」「頼まれた物が

陳列棚のどこにあるか見つける」などの経験が、間違っ

た情報を無視する力の基礎となり、「デマや噂を鵜呑み

にしない」「必要以上に買わない」など、不利益や犯罪

から身を守る力を育みます。 

②体内からの刺激や感情に適切に対応できる 

 イライラ、憤り、恐怖、恥ずかしさなどの感情にうまく対

応できない時は、時間を作って、話を聞いてあげてくだ

さい。言葉にすることで、自分自身で整理できたり、対

応の糸口が見つけられたりします。 

③手がかりを活用して自己選択、行動調整できる 

 「天気予報を見て、服装等を決める」「『いいよ』って言

ってるけど、顔や声は怒ってるみたい」など、情報をもと

に自分で考える習慣が身に付くよう言葉かけをお願いし

ます。 

④期待される役割を理解し、自分から行動できる 

 家の中のいろいろな仕事を任せるようにしましょう。自

分から行動できた時はできたら感謝の言葉をかけてくだ

さい。自分が役に立っているという自己肯定感につなが

ります。 

高等部 

卒業後の生活に必要な力を実際の場面を想定して身に付ける時期 

自分 時間 

相手 環境 
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１ 本校卒業生の進路状況 

卒業 

年度 

卒業 

生徒数 

企業 

就労 

職業 

訓練 

機関 

障害福祉サービス 

その他 
就労移行 
支援 

就労継続 
支援 A型 

就労継続 

支援Ｂ型 
自立訓練 生活介護 療養介護 

R５～７ ８３ 28 ０ １ ５ 24 １ 17 ４ ３ 

 
 
 

２ 卒業後の進路の方向性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特別支援学校高等部卒業 

企業就労 職業訓練機関 障害福祉サービス 

企業就労継続 企業就労へ 

余暇文化的活動

福祉的就労 

 

（職業安定所の紹介） 

○障害者雇用 

(一般雇用) 

 

一般就労 

○縁故雇用 

○アルバイト 

○神奈川障害者職業能力開発校 

○神奈川能力開発センター 
・就労移行支援 

・就労継続支援A型 

・就労継続支援 B 型 

・自立訓練 

・生活介護 

・療養介護 

・地域活動支援センター 

福祉的就労継続 
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３ 就労について 
【障害者雇用】 

○就職希望者は、ハローワーク（職業安定所）に求職登録をします。 

○企業は障害者求人票をハローワーク（職業安定所）に提出し、求職者を採用します。 

○障害者雇用のメリット 

・賃金は最低賃金法に則った額が保障されます。（神奈川県は令和７年 10月現在時給 1,225円） 

・雇用にあたっては、ミスマッチを避けるため実習を通して決めることが基本です。トライアル雇用制度（注

１）を利用する場合もあります。 

・雇用してからは、ジョブコーチ制度（注 2）を活用することができます。 

・就労後は、ハローワークも相談可能です。 

・企業は、採用によって障害者法定雇用率にカウントでき、助成金が受けられます。 

○障害者雇用の条件は次のとおりです。 

・障害者手帳を取得していること。 

〇職業的重度判定について 

   障害者手帳の等級とは別に、「職業的重度判定」という制度があります。企業は「重度と判定」された人を

雇用すると、法定雇用率の算定や助成金の面で優遇措置が受けられます。本校では、就職希望者で重度判定

の対象になる生徒には、在学中に相模原市にある「神奈川障害者職業センター」で判定調査を受けていただ

くことを推奨しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注１）トライアル雇用制度 
  トライアル雇用とは、就業経験の少ない人や就労期間にブランクがある人、障害者などを原則３カ月という短
期間の試用期間を設けて雇用した後に、仕事への適性を見て本採用を決める制度です。トライアル期間中も最低
賃金以上の時給で給与が支払われ、被雇用者にとっても、自分にこの仕事が合っているかどうかを見極めること
ができます。 
（注２）ジョブコーチ制度 
  障害者の就職及び職場適応のため、就職前後を問わずジョブコーチ（職場適応援助者）が職場に出向き、本人
や職場へ支援を行います。作業指導や対人関係等の支援のほか、職務や職場環境の改善などについて、事業主の
相談にも応じます。支援期間は、標準で２～４カ月程度で、最長８カ月です。 
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４ 職業訓練機関 
   障害者が、就労に必要な基本的知識や技能を習得して、職業的自立を目指すための職業訓練施設。 

①神奈川能力開発センター 伊勢原市日向 496 
0463 

96-4555 
職業訓練法人 

 

〈応募資格〉 

・療育手帳をお持ちの方 

 ・能力開発訓練を受け、雇用労働者として自立することを強く希望される方 

 ・義務教育修了（修了見込み）以上、25歳未満で、働いたことがない又は働いた経験が少ない方 

 ・全寮制での集団生活が可能な方 

 ・毎週末帰宅のできる方   

 

〈訓練期間・定員〉 

  ２年間 / 30名 

〈訓練内容〉 

  １年次 職業基礎科に所属し、基本的な知識、技能を身につけ、体力の向上及び、加工技能、施設

管理技術、物流販売技術、パソコン作業などの基礎を学ぶ。 

  ２年次 総合加工技術、施設管理技術、物流販売技術、コンピューター作業等のいずれかを専攻し

て専門的な知識、技能を学び、職業人としてのマナーを身につけ一般就労を目指す。 

〈全寮制〉 

  秦野市にある「キャンバス秦野」（通勤寮）に入寮する。 

〈費用〉 

  入所時 50,000円程度(作業服、保険加入等) 

毎月   75,000円程度(訓練受講料は無料。寮生活費、送迎費用等の生活費の総計) 

２年目以降は訓練手当の支給有 

 

②神奈川障害者職業能力開発校 
相模原市南区桜台

13-1 

042 

744-1243 
国立県営 

〈応募資格〉 

・障害者手帳（身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳）をお持ちの方、または公的

機関で判定を受けている方 

・職業に必要な知識、技能技術を習得し、職業に就こうという意思のある方 

・障がいに伴う症状が安定しており、継続的な訓練の受講が可能な方 

・集団での訓練に適応できる方 

〈主な訓練コース及び訓練期間、募集人員〉 

○総合実務コース（知的障害 25名 訓練機関：1年間） 

・流通サービス（小売販売のバックヤード業務などの仕事） 

・環境サービス（清掃、ビルメンテナンス関係の仕事） 

・外食サービス（レストランや社員食堂の調理補助・食器洗浄等に関係する仕事） 

○ビジネスキャリア（身体障害 10名、知的障害 10名 訓練機関：1年間） 

・OA機器の基本操作や事務処理の知識・技能等を習得し、事務職、または事務補助の仕事に就くた

めのコース 

〈費用〉 

  入校検定料、入校料、授業料は無料。保険や教科書代等は自己負担。 

※雇用保険受給資格等で一定の条件を満たす方が、公共職業安定所長の受講指示により入校する

と、手当が支給有。詳しくは、ハローワークへ問合せ。 
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５ 障害福祉サービス   

種別 サービス名 利用要件 サービス内容 利用できる期間 

介
護
給
付 

生活介護 
支援区分 

３以上 

日常生活上の支援に併せて軽作業等の生産活

動や余暇文化的活動の機会も提供。身体能

力、日常生活能力の維持・向上を目指す。 

制限なし 

療養介護 
支援区分 

５以上 

医療と常に介護を必要とする方に、医療機関

で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び

日常生活の支援を行う。※別表３を参照。 

制限なし 

訓
練
等
給
付 

 

自立訓練  
なし 

（生活訓練） 

生活能力の維持・向上などの支援が必要な者

が対象。生活訓練を中心としたプログラムを

行う。 

（機能訓練） 

リハビリとトレーニングで身体機能と生活能

力の向上を目指すサービス.  

原則２年間 

就労移行支援 なし 

就労を希望し、就労等が見込まれる者が対

象。施設内や企業に於いて作業、実習を実施

し、就労に必要な知識・技能を養う。適性に

あった職探しや就労後のアフターフォローを

通して職場定着を図る。 

原則２年間 

就労継続支援 

Ａ型 
なし 

一般就労の力はあるが、一定の支援が必要な

者が対象。雇用契約を結んで契約に基づく賃

金を受け取りながら職業訓練を行い、就労を

促す。 

制限なし 

就労継続支援 

Ｂ型 

要件があ

り、内一つ

を満たして

いる必要あ

り 

就労移行支援事業等を利用したが企業の雇用

に結びつかなかった者等が対象。事業所内に

於いて生産活動の機会を提供（雇用契約は結

ばないため、工賃として支給）。知識・技能

が高まった者について就労への移行に向けて

支援する。 

制限なし 

★新規学卒者が就労継続支援 B型を希望する場合、「就労選択支援」もしく

は、「就労アセスメント」を受けて、Ｂ型利用が適切であるという判定結果が

出ている必要があります（自治体によって運用状況が異なります）。 

市
町
村 

事
業 

地域活動 

支援センター 
なし 

創作活動や生産活動を提供し、社会との交

流の促進などを行う。 

（デイサービス的内容） 

制限なし 

★家庭から離れて、自立に向けて一定の支援を受けながら生活するためのサービス 

種別 サービス名 利用要件 サービス内容 利用できる期間 

訓
練
等
給
付 

共同生活援助 

(グループホーム) 

なし 

※実情として障

害支援区分認定

が必要。 

主として夜間において、共同生活を営む

べき住居（グループホーム）において相

談その他の日常生活上の援助を行う。 

制限なし 

※各サービスの詳細内容や事業所については、「事業所マップ」「障害福祉制度ガイドブック」をご確認ください。 
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〈資料〉 

障害福祉サービスを利用するには（18才以上） 

「障害支援区分認定」について 
 

  

・支援程度区分とは、福祉サービスを利用する障害者の心身の状況を判定するもの 

で、区分は７段階あります。 

・18才になると、制度上は「成人」の扱いとなり、成人が利用できるサービスの中に

は、利用に際して「障害支援区分」が必要となるものがあります。 

 ・障害支援区分が必要となる主な福祉サービスは「生活介護」「施設入所支援(施設に

入所して生活する)」「短期入所(ある短期間だけ施設で生活する)」など介護給付のサ

ービスです。訓練等給付のサービスについては必要ありません。 

・障害支援区分によって、利用できるサービスが限定されます。（別表１） 

・秦野市の場合、原則として 18才の誕生日の２カ月前くらいから手続きを開始し、

誕生月までに障害支援区分認定が受けられるようにします。 

  

 ●障害支援区分認定の進め方 

  ①聞き取り調査（８０項目） 別表２を参照 

・８０項目の質問に答えます。実施日時は自治体の障害福祉課または調査受託機関と調整します。 

・本人および保護者が同席し、必要に応じて関係者（学校担任など）も同席することもできます。 

在学生の場合は、担任が同席して学校で聞き取りを行い、学校での様子も聞き取り調査に反映されるよう

にしています。 

・各質問は「できる」「できない」という２択での回答になります。「条件が整えばできる」といった中間的

な回答になる場合は、その旨を調査員に詳しく話します。伝えた内容は「特記事項」として記載され、実態

をより適正に反映した区分認定につながります。 

 

  ②一次判定 

・８０項目の質問(別表 2)に対する回答と医師の意見書の一部を機械的に判定したものが、一次判定です。一

次判定には「特記事項」は反映されていません。 

 

  ③医師の意見書 

  ・保護者の方から医師に意見書の作成を依頼します。意見書の書類一式は市役所から医師へ送付されます。 

  ・意見書作成に関わる基本的な費用は自治体が負担します。 

  ・意見書を依頼する医師は、近い将来手続きが必要となる障害基礎年金の申請を想定すると、精神科医が望ま

しいといえます。ただし、精神科のかかりつけ医がいない場合は、ほかの診療科目のかかりつけ医(小児科

医等)でも構いません。 

 

  ④審査会 

  ・一次判定結果と特記事項、医師の意見書をもとに有識

者で構成された「審査会」で検討され、障害支援区分

が決定します。 

 

  ⑤障害支援区分決定 

  ・決定された支援区分は郵送で自宅に通知されます。 

  ・決定に不服の場合は申し立てをすることができます。 

 

 

 

 

   

 

②一次判定結果 

①聞き取り調査(80項目)と医師の意見書の一部 

③医師の意見書と特記事項 

④「審査会」で検討 ⑤障害支援区分決定 

結果をコンピュータで判定 

【障害支援区分認定の流れ】 

区分６ 

区分５ 

区分４ 

区分３ 

区分２ 

区分１ 

非該当 

重
度 

軽
度 
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 別表１ 【障害支援区分と利用できる主なサービス】 

非該当 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 区分６

居宅介護
（へルパーによるサービス） ○ ○ ○ ○ ○ ○

重度訪問介護 ○ ○ ○

同行援護 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

行動援護
(行動障害のある方の

ヘルパーによるサービス)
○ ○ ○ ○

重度障害者包括支
援 ○

短期入所 ○ ○ ○ ○ ○ ○

療養介護 ※１ ○

生活介護 ※２ ○ ○ ○ ○

施設入所支援 ※３ ○ ○ ○

※１ 筋ジストロフィー患者、重症心身障害者は、区分５でも利用可能です。
※２ 50 歳以上は、区分２でも利用可能です。
※３ 50 歳以上は、区分３でも利用可能です
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別表２ 【認定に関わる質問項目】 

項 目 質 問 内 容 

１． 

・寝返り ・起き上がり ・座位保持 ・移乗 ・立ち上がり ・両足での立位

保持  

移動や動作等に関する項目 ・片足での立位保持 ・歩行 ・移動 ・衣服の着脱 ・じょくそう ・えん下 

（１２項目） ※身体機能面で「できる。できない」と答えるだけでなく安全にできるかど 

うかで答える。 

２． ・食事 ・口腔清潔 ・入浴 ・排尿 ・排便 ・健康、栄養管理 ・薬の管理 

身のまわりの世話や ・金銭の管理 ・電話等の利用 ・日常の意思決定 ・危機の認識 ・調理 

日常生活等に関する項目 ・掃除 ・洗濯 ・買い物 ・交通手段の利用 

（１６項目） ※「ひとりで、援助がなくてもしっかりできるかどうか」の視点で答える。 

  ※やったことのないことについては｢援助なしでできるか｣で答える。 

３． ・視力 ・聴力 ・コミュニケーション ・説明の理解 ・読み書き 

意思疎通等に関連する項目 ・感覚過敏、感覚鈍麻 

（６項目）   

４． ・被害的、拒否的 ・作話 ・感情が不安定 ・昼夜逆転 ・暴言暴行 

行動障害に関連する項目 
・同じ話をする ・大声、奇声を出す ・支援の拒否 ・徘徊 ・落ち着き

がない 

（３４項目） ・外出して戻れない ・一人で出たがる ・収集癖 ・ものや衣類を壊す 

  ・不潔行為 ・異食行動 ・ひどい物忘れ ・こだわり ・多動、行動停止 

  
・不安定な行動 ・自らを傷つける行為 ・他人を傷つける行為 ・不適切

な行為 

  ・突発的な行動 ・過食、反すうなど ・そう鬱状態 ・反復的行動  

  
・対人面の不安緊張 ・意欲が乏しい ・話がまとまらない ・集中力が続

かない 

  ・自己の過大評価 ・集団への不適応 ・多飲水、過飲水 

５． ・点滴の管理 ・中心静脈栄養 ・透析 ・ストーマの処置 ・酸素療法 

特別な医療に関する項目 
・レスピレーター ・気管切開の処理 ・疼痛の看護 ・経管栄養 ・モニ

ター測定 

（１２項目） ・じょくそうの処置 ・カテーテル 
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別表３【 療養介護 施設一覧 】  

 

 

６ 行政機関窓口 

機関名 所在地 電話番号 主な役割 

平塚児童相談所 
 

 

平塚市中原 3丁目 1-6 ０４６３（７３）６８８８ 

子育て相談 

児童施設利用申請、措置 
児童の療育手帳判定 

 

秦野市役所障害福祉課 秦野市桜町 1-3-2 
０４６３（８２）７６１６ 

※ダイヤルイン 

福祉サービス利用申請 

利用のための支給決定 
福祉関係手当・福祉相談 
手帳申請発行窓口など 

神奈川県総合療育相談センター 藤沢市亀井野 3119 ０４６６（８４）５７００  
成人の療育手帳判定 
福祉相談窓口 

松田公共職業安定所 
（ハローワーク松田） 

足柄上郡松田町 
松田惣領 2037 

０４６５（８２）８６０９ 
障害者の職業紹介 
重度判定受付 

職業訓練申込受付 

 

 

 

 

 

 

名 称 所在地 電話番号 

重症心身障害児（者）施設 

サルビア 
横浜市鶴見区下末吉３‐６‐１ 045-576-3000 

横浜医療福祉センター港南 横浜市港南区港南台４‐６-20 045-830-5757 

横浜療育医療センター 

 

横浜市旭区市沢町５５７‐２ 

 

045-352-6551 

重症児・者福祉医療施設  

ソレイユ川崎 
川崎市麻生区細山字原尾１２０３ 044-959-3003 

ワゲン療育病院長竹 相模原市緑区長竹４９４‐１ 042-784-7227 

相模原療育園 相模原市南区若松１丁目２１‐９ 042-749-6316 

医療型障害児・者等施設 

ライフゆう 
横須賀市湘南国際村１‐４‐６ 046-856-6833 

鎌倉療育医療センター 

 小さき花の園 
鎌倉市腰越１‐２‐１ 0467-31-6703 

独立行政法人国立病院機構 

箱根病院 
小田原市風祭４１２ 0465-22-3196 

 

太陽の門 福祉医療センター 

 

小田原市風祭５６３ 0465-24-6561 

独立行政法人国立病院機構 

神奈川病院 
秦野市落合６６６‐１ 0463-81-1771 

七沢療育園 厚木市七沢５１６番地 046-249-2720 
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７ 障害児者総合相談窓口 
（１） 障害者就業・生活支援センター（就労援助センター） 

障害者に、職業能力に応じた就労の場の確保と、職場定着を支援する事業をおこなっています。相談・指

導・訓練・就労援助を通じて、障害者の就労促進と定着を図ると同時に、職場開拓・実習・就労後のフォロ

ーなども行っています。また、地域や事業所に対して障害者雇用に関する啓発活動も実施しています。 

 

機関名 所在地 電話番号 

サンシティ 

（サンシティひらつか） 

平塚市浅間町 2-20  

藤和平塚コープ 1階 
０４６３（３７）１６２２ 

障害者支援センターぽけっと 小田原市曽比 1786-1  ０４６５（３９）２００７ 

 

 

（２） 秦野市地域生活支援センター 「困ったことがあったら、まずここの窓口へ！」 

秦野市在住の障害者の生活、就労をサポートする総合相談窓口 

機関名 所在地 電話番号 

障害福祉なんでも相談室 

（ぱれっと・はだの） 
秦野市本町 2丁目 7番 25号 

０４６３（７１）５７２０ 就労相談 

０４６３（８０）３２９４ 一般相談 

 

 

（３） 障害福祉サービスにおける相談支援事業所 

   相談支援事業：障害福祉サービスを利用するにあたり、相談支援専門員とともに目標等を立てた

り、必要なサービス等について一緒に考えてくれたりするサービスです。 

 

 

障害福祉情報サービスかながわ 

    神奈川県内の障害福祉サービスを利用できる事業所が検索できます。 

URL：「 https://shougai.rakuraku.or.jp/search-service/ 」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県内の「相談支援」のサービスを利用できる事業所に 

アクセスできます！（検索条件を変更すれば、より希望に合った 

事業所に絞って検索できます）。 

https://shougai.rakuraku.or.jp/search-service/


 

- 16 - 

【メモ欄】 
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